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令和 4 年度 9 月役員会議事録 

令和 4 年 9 月 10 日（土）19:00～20:50 

コミュニティ・センター日の里会館 第 1 研修室 

 

○ 町内会加入促進について（まちづくり委員会 大川氏より説明） 

・・・要望があれば各町内会に赴きます。 

○ シェアサイクル導入検討に関する実証事業（案）について 

（都市再生課 浜村氏より資料を基に説明） 

・CO2 排出量の実質ゼロを目指し、シェアサイクルの導入を検討。 

・日の里地区をモデル対象として電動アシスト付き自転車を市民モニター（10 名）に 

 貸与し、実証実験をする。 

・今回は一人に一台貸与し、使用状況の検証を行う。 

・広報日の里や回覧にて周知予定。 

 

A：協議事項 

  ①令和 4 年度 8 月役員会議事録（案）の承認について           ⇒承認 

 

B：報告事項 

 ⑴会長報告 

  ・日の里まつりについて 

   ・・・参加者も多く無事故で終えることができました。感謝申し上げます。 

 ⑵部会報告（各部会長より資料を基に説明） 

  ①子ども育成部会 

  ②健康福祉部会 

  ③生活環境部会 

   ・・・秋季一斉清掃（10/2・日）。報告書の提出は 10/16（日）。 

  ④広報部会 

 ⑶事務局長会議報告 

① 令和４年度コミュニティ運営協議会役員自治会長合同研修会について 

第２回・・・11/3(木・祝) 後日出席確認をします。 

 ⑷宗像地区『同和』教育研究集会について（永嶋副会長より資料を基に説明。） 

 

C:連絡事項(山邊事務局長より資料を基に説明) 

① 『のるーと』ミーティングポイントの再検討について 

要望を基に新設３ヶ所、移設１ヶ所、廃止２ヶ所となります。来年３月にもう一
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度見直しがあります。 

② 自治町内会保険（明細書・領収書）について 

別封筒にてお渡し（１～９丁目） 

③ 事務局員採用について 

④ コミュニティ運営協議会予定表について（９月・１０月） 

⑤ プリンセス駅伝ボランティア説明会 

10/9(日)、１４時～、コミセンホールにて 

各町内会ボランティアの方に、封書をお渡しください。 

当日、都合が合わない方は、市：文化スポーツ課で個別対応が可能です。 

⑥ 『子ども１１０番の家』のぼり旗・看板について 

・日の里地区は看板を使用、１枚あたりが最低でも 1500 円と高額なので、来年度 

 以降で検討したい。 

・（市役所：三渕氏）必ず替えなさい、というものでなく全コミュニティを対象と 

 した案内となります。希望があればということです。 

・現在の子ども１１０番の家の看板設置状況の調査をします。 

【質問】子ども１１０番の家としての実績はあったのか？ 

【回答】（市役所：三渕氏）他地区では実績があり、学校と一緒に子ども１１０番 

  の家に駆けこむ訓練等している。 

 

D.その他 

  ①各町内情報交換会 

   ・（事務局から）６丁目にセアカゴケグモが出たと窓口に届けがありました。市役 

    所：環境課に連絡し、注意喚起の回覧を出します。 

   ・（事務局から）日の里学園のベンチ設置・・・２・８丁目公民館、包括支援セン 

    タ―前、１丁目の坂のふもとの４ヶ所。 

   ・（事務局から）本日実施の避難訓練の参加人数、避難場所を事務局までお知らせ 

    下さい。 

   ・サーカス（イオン福津駐車場）の割引券があります。ご希望があれば事務局へ。 

   ・広報紙配布の業者委託について（市役所：平川氏より資料を基に説明） 

   ・R５年度はコミュニティ地区単位の選択制、R６年度に市内全地区での導入を検 

    討。 

   ・広報紙（タウンプレス、市からの配送物）の配布方法・・・ポスティング導入を 

    検討中。 

   ・広報紙の発行回数・・・月２回 → 月 1 回を検討中。 

   ・配送の業者委託による費用の増加に伴い、市から各町内会に払う「行政事務連絡 

    調整業務委託料」が広報紙配布作業分（1 世帯あたり 1000 円→600 円）400 円の 
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    減額となる。 

   ・「広報日の里」については、協議会と市で協議していく。 

   ・この資料は町内会議資料として使っていただいてかまいませんが、まだ決定 

    事項ではありません。 

  【質問】 

     タウンプレスの発行が月１回というのは決定事項か？ 

  【回答】 

     まだ決定ではなく、月１回にしていきたいと考えている。 

  【質問】 

     資料をみると広報紙をもらってない世帯が３０％とあるが、それは問題ではな

いのか？ 

  【回答】 

     業務委託料の計算としては、町内会の加入に可否にかかわらず、全世帯数をも   

とに計算した額をお支払いしている。それをふまえ全世帯に配布をしてもらい

たいが、担当者の負担を考慮し、各町内会に任せている。 

  【意見】 

    ・1 世帯あたり 400 円減額は厳しい。 

    ・町内会で配布するのが、高齢者世帯の生存確認の役に立っている。 

    ・減った分を町内でカバーするのが難しい。 

   （山邊事務局長） 

    大変難しい案件でもあり、各町内会で話して頂き、質問・意見・心配なこと等あ

れば事務局にお申し出下さい。意見を市に提出したいと思います。 

 

【会議予定】 次回役員会 10 月 8 日(土) 19：００～21：00（終了予定） 

       まつり役員会 10 月 9 日(日) 10：00～ 

       まつり実行委員会 10 月 23 日(日) 10：00～ 

 

【出席者】（敬称略） 

令和 4 年度役員 

会長：黒川(AP1 区) 副会長：井手（AP3 区） 副会長：永嶋（構成団体代表） 

会計：江藤（8 丁目） 1 丁目：吉田 2 丁目：山口 3 丁目：谷口 

4 丁目：高嵜 5 丁目：坪井 6 丁目：井上 7 丁目：御領園 9 丁目：竹内（代理） 

AP2 区：山本 子ども育成会部会長：島本 生活環境部会長：田和 

【市役所】 

平川、三渕 

【事務局】 
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山邊事務局長、嶋田（書記） 


